
蘇
我
入
鹿
殺
害
事
件
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
極
紀
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
田
　
　
　
　
尚

　
は
　
じ
　
め
　
に

　
『
紀
』
に
よ
れ
ば
六
四
五
（
皇
極
四
）
年
六
月
Ｔ
一
日
、
中
大

兄
・
中
臣
鎌
子
ら
は
、
皇
極
と
古
人
大
兄
の
眼
前
で
蘇
我
入
鹿
を

殺
害
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
乙
巳
の
変
」
あ
る
い
は
、
「
乙
巳
の

ク
ー
デ
タ
ー
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
本
稿
で
は
蘇
我
入
鹿
殺
害

事
件
の
前
後
の
『
紀
』
の
記
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
視
角
か

ら
検
討
を
試
み
た
い
。

　
『
紀
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
問
題
の
多
い
歴
史
書
で
あ
る
。
編

纂
さ
れ
た
歴
史
書
は
、
編
纂
の
時
点
で
原
資
料
が
ど
の
程
度
存
在

し
て
い
た
か
、
ま
た
そ
の
原
資
料
は
記
録
と
い
う
視
点
か
ら
見
て

ど
の
程
度
の
客
観
性
か
お
る
の
か
、
な
ど
を
前
提
と
し
て
検
討
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
日
本
古
代
史
研
究
の
場
合
、
八
世
紀
の
歴
史
書
『
続
日
本
紀
』

が
、
一
部
に
は
問
題
か
お
る
も
の
の
、
き
わ
め
て
客
観
的
と
見
え

る
記
事
の
羅
列
と
見
受
け
ら
れ
る
た
め
に
、
各
記
事
の
成
立
事
情

を
ほ
と
ん
ど
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
各
記
事
の
客
観
性
は
保
証
さ

れ
て
い
る
と
み
な
し
て
、
「
実
証
」
的
研
究
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

て
き
た
。
『
続
日
本
紀
』
の
場
合
に
は
、
大
量
の
木
簡
が
発
掘
さ

れ
る
に
及
ん
で
、
各
記
事
の
成
立
事
情
を
い
や
お
う
な
く
意
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
そ

う
し
た
角
度
か
ら
の
分
析
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
が
、
記
事
自
体
を
見
て
も
、
そ
の
客
観
性
に
問
題
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
『
紀
』
で
あ
る
の
に
、
五
世
紀
以
前
は
さ
て
お
き
、

六
世
紀
以
降
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
『
続
日
本
紀
』
に
等
し
い
程

度
に
し
か
、
記
事
の
成
立
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
六
世
紀
以
降
ら
『
紀
』
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
文
学

作
品
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
各
記
事
は
成
立
事
情
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
認
識
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
、
『
紀
』
　
の
成
立
時
点
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
、
各
記
事
の
事
情
や
配
置
を
考
え
る
方
法
で
、
大

鹿
殺
害
事
件
の
前
後
を
検
討
し
て
み
た
い
。



　
　
　
一
　
皇
極
紀
三
年
六
月
三
日
条

　
皇
極
紀
四
年
六
月
Ｔ
二
日
条
に
は
入
鹿
殺
害
後
、
中
大
兄
は
法

興
寺
に
入
り
城
（
き
）
と
し
た
こ
と
、
入
鹿
の
遺
骸
を
蘇
我
蝦
夷

に
与
え
た
こ
と
、
漢
直
ら
が
蝦
夷
を
支
援
す
る
た
め
に
集
っ
た
こ

と
、
中
大
兄
は
巨
勢
徳
太
を
派
遣
し
て
集
合
し
た
漢
直
ら
を
説
諭

し
、
武
装
解
除
さ
せ
解
散
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
。

　
続
く
六
月
コ
二
日
条
に
は
、
蝦
夷
が
殺
害
さ
れ
る
に
際
し
て

「
天
皇
記
・
国
記
」
や
珍
宝
を
焼
き
、
船
恵
尺
が
焼
か
れ
る
「
国

記
」
を
取
っ
て
中
大
兄
に
捧
げ
た
こ
と
、
蝦
夷
と
入
鹿
の
屍
を
墓

に
葬
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
よ
り
先
に
流
行
し
た
三
首

の
コ
謡
歌
（
わ
ざ
う
た
）
」
の
解
釈
な
ど
を
記
す
。
こ
の
三
首
の
謡

歌
は
、
皇
極
紀
二
年
六
月
是
月
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
皇
極
紀
は
六
月
⊇
百
条
に
続
く
一
四
日
条
、
皇
極
の
軽
皇
子

へ
の
譲
位
と
中
大
兄
を
皇
太
子
と
し
た
こ
と
を
記
す
簡
単
な
条
で

終
わ
る
。
孝
徳
紀
は
即
位
前
の
皇
極
四
年
六
月
一
四
日
条
に
、
物

語
的
な
長
文
の
記
事
を
載
せ
て
、
中
大
兄
で
は
な
く
軽
皇
子
が
即

位
し
た
事
情
を
説
明
す
る
。
同
日
条
に
は
即
位
儀
式
に
関
す
る
記

述
、
新
政
府
の
中
枢
部
の
人
事
も
記
さ
れ
る
。
六
月
一
五
日
条
に

は
「
金
策
」
（
金
泥
で
書
い
た
冊
書
）
を
阿
倍
倉
梯
麻
呂
と
蘇
我
山

田
石
川
麻
呂
に
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
六
月
一
九
日
条
に
は
孝

徳
、
皇
極
、
中
大
兄
ら
が
群
臣
を
大
槻
の
樹
下
に
集
め
天
神
地
祇

と
盟
約
し
、
盟
約
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
皇
極
四
年
を
改
め
て

大
化
元
年
と
し
た
こ
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
紀
』
　
の
い
う
よ

う
に
六
月
一
四
日
に
即
位
の
儀
式
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

『
紀
』
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
六
月
一
五
日
条
は
、
孝
徳
紀
と
し
て

新
た
に
孝
徳
元
年
が
建
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
六

月
一
五
日
条
は
単
に
「
辛
亥
」
と
あ
り
、
続
く
六
月
一
九
日
も

「
乙
卯
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
乙
卯
」
皇
極
四
年
六
月
一
九
日
・
孝
徳
元
年
六
月
一

九
日
ま
で
は
、
皇
極
四
年
六
月
庚
戌
（
一
四
日
）
条
と
連
続
し
た

記
述
で
あ
り
、
一
連
の
史
料
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は

大
化
改
元
記
事
に
「
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
〔
皇
極
〕
の
四
年
を

改
め
て
大
化
元
年
と
す
」
と
あ
る
こ
と
に
、
何
よ
り
も
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
皇
極
四
年
六
月
庚
戌
（
一
四
日
）
条

は
、
皇
極
紀
四
年
六
月
己
酉
（
一
三
日
）
条
・
六
月
戊
申
（
こ
一

日
）
条
と
一
連
の
史
料
で
あ
る
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
逆
に
い
え

ば
、
入
鹿
殺
害
の
六
月
戊
申
（
一
二
日
）
条
か
ら
大
化
元
年
改
元

の
六
月
乙
卯
（
一
九
日
）
条
ま
で
は
一
連
の
史
料
な
の
で
あ
り
、

人
鹿
殺
害
の
舞
台
装
置
と
な
る
「
三
韓
表
文
」
の
由
来
を
記
す
六

月
甲
辰
（
八
日
）
条
も
同
じ
く
一
連
の
も
の
で
あ
る
。



　
先
に
も
触
れ
た
が
六
月
一
三
日
条
の
三
首
の
謡
歌
は
、
皇
極
紀

三
年
六
月
是
月
条
の
記
事
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
月
一
三

日
条
の
謡
歌
の
解
釈
の
う
ち
の
第
二
の
も
の
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
　
第
二
の
謡
歌
を
説
（
と
）
き
て
曰
は
く
、
「
そ
の
歌
に
『
彼

　
　
方
（
を
ち
か
た
）
の
、
浅
野
の
雄
（
き
ぎ
す
）
、
響
（
と
よ
も
）

　
　
さ
ず
、
我
は
寝
（
ね
）
し
か
ど
、
大
そ
響
（
と
よ
も
）
す
』

　
　
と
所
謂
（
い
）
ふ
は
、
こ
れ
上
宮
王
ら
の
性
（
ひ
と
と
な
り
）

　
　
順
に
し
て
、
都
（
す
べ
）
て
罪
あ
る
こ
と
な
く
し
て
、
大
鹿

　
　
が
為
に
害
さ
れ
た
り
。
自
ら
報
（
む
く
）
い
ず
と
雖
（
い
へ

　
　
ど
）
も
、
天
の
、
大
を
し
て
誄
さ
し
む
る
兆
（
き
ざ
し
）
な

　
　
り
」
と
い
ふ
。

こ
こ
に
『
紀
』
の
編
者
が
、
時
の
大
の
解
釈
と
し
て
記
し
て
い
る

こ
と
は
、
大
鹿
が
罪
の
な
い
上
宮
王
（
山
背
王
）
ら
を
殺
害
し
た

た
め
に
、
天
は
入
鹿
を
誄
さ
せ
た
と
い
う
因
果
応
報
関
係
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、
『
紀
』
の
編
者
が
、
入
鹿
ら
が
山
背
王
ら

を
殺
害
し
た
こ
と
と
、
大
鹿
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
を
、
因
果
つ
ま

り
一
連
の
事
件
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
皇
極
紀
三
年
六
月
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

　
　
志
紀
上
郡
、
言
（
ま
う
）
さ
く
、
「
大
あ
り
て
、
三
輪
山
に

　
　
し
て
猿
の
昼
（
ひ
る
）
睡
（
ね
ぶ
）
る
を
見
て
、
頴
（
ひ
そ

　
　
か
）
に
そ
の
腎
（
ひ
じ
）
を
執
（
と
ら
）
へ
て
、
そ
の
身
を
害

　
　
せ
ず
。
猿
な
ほ
合
眠
（
ね
ぶ
）
り
て
歌
（
う
た
よ
み
）
し
て
曰

　
　
は
く
、

　
　
　
　
向
（
む
か
）
つ
嶺
（
を
）
に
　
立
て
る
夫
（
せ
）
ら
が

　
　
　
　
柔
手
（
に
こ
で
）
こ
そ
　
我
が
手
を
取
ら
め
　
誰
（
だ
）

　
　
　
　
が
裂
手
（
さ
き
で
）
裂
手
そ
も
や
　
我
が
手
取
ら
す
ら

　
　
　
　
や

　
　
そ
の
大
、
猿
の
歌
を
驚
き
怪
（
あ
や
し
）
び
て
、
放
捨
（
す
）

　
　
て
て
去
り
ぬ
」
と
ま
う
す
。
此
（
こ
れ
）
は
是
（
こ
れ
）
、
数

　
　
年
（
あ
ま
た
の
と
し
）
を
経
歴
（
へ
）
て
、
上
宮
王
ら
の
、
蘇

　
　
我
鞍
作
が
為
に
、
胆
駒
山
に
囲
（
か
く
ま
）
る
る
兆
な
り
。

こ
の
記
事
の
末
尾
の
記
述
か
ら
見
て
、
上
宮
王
ら
（
山
背
工
ら
）

殺
害
事
件
の
直
前
に
あ
っ
た
、
大
鹿
ら
に
よ
り
山
背
王
ら
が
生
駒

山
に
逃
れ
た
こ
と
の
予
兆
の
記
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
入
鹿
ら
に
よ
る
上
宮
王
（
山
背
王
）
ら
の
殺
害
事
件
は
、

『
紀
』
で
は
皇
極
二
年
一
一
月
一
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
上
に

引
用
し
た
記
事
の
約
半
年
前
に
、
す
で
に
起
き
て
い
る
事
件
で
あ

り
、
す
で
に
起
き
て
し
ま
っ
て
い
る
事
件
に
対
し
、
そ
の
事
件
の

「
兆
な
り
」
と
記
す
記
事
が
事
件
の
半
年
後
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　
最
も
簡
単
に
こ
の
事
情
を
説
明
す
る
方
法
は
、
『
紀
』
の
錯
誤



で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
『
紀
』
に
は
錯
誤
も
多

い
の
で
あ
る
が
、
錯
誤
に
は
錯
誤
な
り
の
事
情
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
山
背
王
殺
害
事
件
を
コ
謳
歌
」
な
ど
に
注
目
し
な
が
ら
『
紀
』

に
み
る
と
、
皇
極
二
年
一
〇
月
六
日
条
に
次
の
よ
う
な
歌
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　
時
に
童
謡
（
わ
ざ
う
た
）
あ
り
て
日
は
く
、
「
岩
（
い
は
）
の

　
　
上
（
へ
）
に
　
小
猿
（
こ
ざ
る
）
米
焼
く
　
米
だ
に
も
　
食

　
　
（
だ
）
げ
て
通
ら
せ
　
山
羊
（
か
ま
し
し
）
の
老
翁
（
を
じ
）
」

　
　
と
い
ふ
。
〈
蘇
我
臣
入
鹿
、
深
く
上
宮
王
ら
に
威
名
あ
り
て
、

　
　
天
下
に
振
る
う
を
忌
み
て
、
独
（
ひ
と
）
り
僣
立
せ
ん
と
謨

　
　
（
は
か
）
る
。
〉

　
『
紀
』
は
同
年
一
一
月
一
日
条
に
山
背
王
殺
害
事
件
を
ま
と
め

て
記
す
。
大
鹿
に
よ
る
山
背
王
の
殺
害
を
聞
い
て
、
蝦
夷
は
大
鹿

の
命
運
も
尽
き
た
と
歎
い
た
と
い
う
話
を
記
し
、
結
び
と
し
て
前

引
の
歌
の
解
釈
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
時
の
大
、
前
の
謡
（
わ
ざ
う
た
）
の
応
（
こ
た
へ
）
を
説
き
て

　
　
曰
は
く
、
「
『
岩
の
上
に
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
上
宮
に
喩

　
　
（
た
と
）
ふ
。
『
小
猿
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
林
臣
（
は
や
し

　
　
の
お
み
）
に
喩
ふ
〈
林
臣
は
大
鹿
ぞ
〉
。
『
米
焼
く
』
と
い
ふ

　
　
を
以
て
は
、
上
宮
を
焼
く
に
喩
ふ
。
『
米
だ
に
も
　
食
げ
て

　
　
通
ら
せ
　
山
羊
の
老
翁
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
山
背
王
の
頭

　
　
髪
（
み
ぐ
し
）
斑
雑
毛
（
ふ
ふ
き
）
に
し
て
山
羊
に
似
た
る
に

　
　
喩
ふ
。
又
そ
の
宮
を
棄
捨
（
す
）
て
て
深
き
山
に
匿
（
か
く
）

　
　
れ
し
相
（
し
る
し
）
な
り
と
」
と
い
ふ
。

予
兆
を
示
す
「
童
謡
」
が
あ
り
、
現
実
の
事
件
と
し
て
入
鹿
に
よ

る
山
背
王
殺
害
事
件
か
お
り
、
事
件
後
に
「
時
の
人
」
が
予
兆
の

「
童
謡
」
を
現
実
の
事
件
と
結
び
付
け
て
解
釈
し
た
。
「
童
謡
」

－
「
現
実
の
事
件
」
－
「
童
謡
の
解
釈
」
の
順
で
あ
り
、
こ
れ

で
「
謡
歌
を
付
す
物
語
」
の
形
は
完
結
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
童
謡
」
と
現
実
の
事
件
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
、

本
条
で
は
き
っ
ち
り
と
対
応
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。

「
岩
の
上
」
の
「
上
」
か
ら
「
上
宮
」
、
「
小
猿
」
の
「
猿
」
か
ら

「
木
」
・
「
木
」
か
ら
「
林
（
臣
）
」
、
「
米
焼
く
」
の
「
米
」
か
ら
お

そ
ら
く
は
山
背
王
の
妃
の
「
春
米
」
女
王
〔
山
背
王
の
庶
妹
、
聖

徳
太
子
の
娘
（
『
法
王
帝
説
』
）
〕
　
へ
、
そ
こ
か
ら
「
上
宮
を
焼
く
」

な
ど
の
連
想
は
、
強
引
で
は
あ
る
も
の
の
結
び
つ
か
な
い
連
想
で

は
な
い
。
「
山
羊
」
は
カ
モ
シ
カ
の
こ
と
と
い
う
。
カ
モ
シ
カ
か

ら
そ
の
「
毛
」
を
連
想
し
、
そ
れ
を
山
背
王
の
頭
髪
に
結
び
つ
け

る
の
は
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
論
外
と
し
て
、
あ
り
え
な
い

連
想
の
環
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
皇
極
二
年
六
月
三
日
条
の
猿
の
歌
は
、
ど
う
で



あ
ろ
う
か
。
歌
の
意
味
は
文
学
大
系
本
『
紀
』
の
頭
注
に
あ
る
よ

う
に
、
「
向
こ
う
の
山
の
男
の
方
の
柔
ら
か
い
手
こ
そ
私
の
手
を

取
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
、
ま
あ
一
体
、
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
、
ひ
び

わ
れ
し
た
ど
な
た
の
手
が
、
私
の
手
を
取
る
の
で
し
ょ
う
の
意
」

で
あ
る
。
頭
注
は
続
け
て
「
入
鹿
の
荒
々
し
い
手
が
山
背
王
を
捕

え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
歌
も
前
兆
的
意
味
の
あ
る
も
の
と

し
て
取
入
れ
ら
れ
た
が
、
本
来
は
歌
垣
に
立
っ
た
女
の
歌
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
二
五
七
頁
）
。

　
猿
の
歌
は
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
『
紀
』
で
は
「
此
は
是
、

数
年
を
経
歴
て
、
上
宮
王
ら
の
、
蘇
我
鞍
作
が
為
に
、
胆
駒
山
に

囲
る
る
兆
な
り
」
と
い
う
本
文
が
付
属
す
る
。
頭
注
は
、
こ
の
本

文
に
引
か
れ
て
、
「
入
鹿
の
荒
々
し
い
手
が
山
背
王
を
捕
え
た
こ

と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
が
、
本
文
に
せ
よ
頭
注
に
せ
よ
、
ど
の

部
分
か
ら
蘇
我
鞍
作
つ
ま
り
入
鹿
が
連
想
さ
れ
、
ど
の
部
分
か
ら

山
背
王
・
上
宮
王
ら
が
連
想
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌

の
構
成
語
句
・
構
成
要
素
は
、
「
向
つ
嶺
」
、
「
立
て
る
夫
」
、
「
柔

手
」
、
「
我
が
手
」
、
「
裂
手
」
で
あ
り
、
説
明
に
登
場
す
る
要
素
は

「
大
」
と
「
三
輪
山
の
猿
」
で
あ
る
。

　
「
向
（
む
か
）
つ
嶺
（
を
）
」
の
「
ム
カ
」
か
ら
「
ム
ク
ハ
ラ

（
向
原
）
」
、
「
向
原
」
か
ら
蘇
我
稲
目
の
「
向
原
」
宅
の
連
想
は
あ

り
え
た
と
し
て
も
、
入
鹿
の
曾
祖
父
稲
目
ま
で
遡
っ
て
入
鹿
を
連

想
さ
せ
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

　
山
背
王
殺
害
事
件
の
前
後
に
配
さ
れ
た
「
童
謡
」
の
「
小
猿
」

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
条
の
「
三
輪
山
の
猿
」
も
、
大
鹿
を
暗
示
す

る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
大
鹿
を
暗
示
す
る
と
す
れ
ば
、
歌

の
意
味
は
、
入
鹿
が
「
柔
ら
か
い
手
」
で
歓
迎
し
て
く
れ
る
と

思
っ
た
の
に
、
「
荒
々
し
い
手
」
が
自
分
を
襲
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
当
然
に
入
鹿
殺
害
事
件
の
こ
と
を
暗
喩
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
、
皇
極
紀
二
年
六
月
三
日
条
は
、
本
来
こ
の
位
置

に
配
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
『
紀
』
　
の
編

者
が
歌
の
暗
喩
を
山
背
大
兄
殺
害
事
件
と
間
違
え
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
「
三
輪
山
の
猿
」
が
大
鹿
を
暗
示
す
る
と
い
う
の
は
、

あ
く
ま
で
「
岩
の
上
に
　
小
猿
米
焼
く
」
と
い
う
歌
の
「
小
猿
」

か
ら
の
連
想
で
あ
る
。
「
岩
（
い
は
）
」
が
「
石
（
い
し
・
い
そ
）
」

の
類
語
で
あ
り
、
「
岩
の
上
」
が
「
石
の
上
」
で
、
「
石
の
上
」
は

「
イ
ソ
ノ
カ
ミ
」
で
あ
り
、
「
イ
ソ
ノ
カ
ミ
の
小
猿
」
と
「
三
輪
山

の
猿
」
は
類
似
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
し
て
も
、
別
の
歌
の
連
想
を

借
り
な
け
れ
ば
入
鹿
を
暗
示
す
る
と
推
定
で
き
な
い
の
は
問
題
で

あ
り
、
コ
ニ
輪
山
の
猿
」
の
歌
は
こ
れ
単
独
で
は
何
ら
具
体
的
な

寓
意
は
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
『
紀
』
の
説
明
の
よ
う
な
形
で
あ

れ
ば
、
い
か
な
る
歌
に
で
も
、
ど
の
よ
う
な
事
件
で
あ
ろ
う
と
も
、



い
か
よ
う
に
も
結
び
付
け
う
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
で
は
、
皇
極
紀
三
年

六
月
三
日
条
は
、
『
紀
』
が
掲
げ
る
年
次
を
誤
っ
た
か
、
本
文
に

歌
の
解
釈
を
誤
っ
た
か
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
条
自
体
の
追
求

は
一
旦
お
い
て
、
本
条
は
『
紀
』
編
者
に
よ
っ
て
山
背
王
殺
害
事

件
の
予
兆
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
く
山
背
王
殺
害
事
件
に
関

係
す
る
と
『
紀
』
に
解
さ
れ
て
い
る
謡
歌
を
含
む
、
皇
極
三
年
六

月
是
月
条
・
皇
極
四
年
六
月
号
百
条
の
三
つ
の
謡
歌
に
つ
い
て

項
を
改
め
て
み
て
い
こ
う
。

二
　
皇
極
紀
三
年
六
月
こ
二
日
条
の
三
首
の
謡
歌

　
す
で
に
引
用
し
た
が
、
『
紀
』
に
よ
り
山
背
王
殺
害
事
件
と
関

連
が
あ
る
と
さ
れ
る
謡
歌
は
、
第
二
の
謡
歌
で
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　
彼
方
（
を
ち
か
た
）
の
、
浅
野
の
雛
（
き
ぎ
す
）
、
響
（
と
よ

　
　
も
）
さ
ず
、
我
は
寝
（
ね
）
し
か
ど
、
人
そ
響
（
と
よ
も
）
す

歌
に
つ
い
て
大
系
本
『
紀
』
の
頭
注
は
、
「
遠
方
の
浅
野
の
雛
は

声
を
立
て
て
鴨
く
。
自
分
は
声
を
立
て
な
い
で
こ
っ
そ
り
寝
だ
の

に
、
人
が
見
つ
け
て
や
か
ま
し
く
さ
わ
ぎ
立
て
る
の
意
。
下
文
四

年
六
月
条
に
、
上
宮
の
王
ら
が
お
と
な
し
く
入
鹿
に
殺
さ
れ
た
が
、

中
大
兄
が
代
っ
て
仇
を
討
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
と
あ
る
。
本
来
は

野
中
で
女
と
寝
た
男
の
歌
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
二
五
八
頁
）
。

　
皇
極
紀
四
年
六
月
一
三
日
条
の
歌
の
解
釈
は
、
す
で
に
前
に
引

用
し
た
が
、
考
察
の
便
宜
上
再
掲
し
て
お
き
た
い
。

　
　
第
二
の
謡
歌
を
説
（
と
）
き
て
曰
は
く
、
「
そ
の
歌
に
『
彼

　
　
方
（
を
ち
か
た
）
の
、
浅
野
の
雄
（
き
ぎ
す
）
、
響
（
と
よ
も
）

　
　
さ
ず
、
我
は
寝
（
ね
）
し
か
ど
、
大
そ
響
（
と
よ
も
）
す
』

　
　
と
所
謂
（
い
）
ふ
は
、
こ
れ
上
宮
王
ら
の
性
（
ひ
と
と
な
り
）

　
　
順
に
し
て
、
都
（
す
べ
）
て
罪
あ
る
こ
と
な
く
し
て
、
入
鹿

　
　
が
為
に
害
さ
れ
た
り
。
自
ら
報
（
む
く
）
い
ず
と
雖
（
い
へ

　
　
ど
）
も
、
天
の
、
大
を
し
て
洙
さ
し
む
る
兆
（
き
ざ
し
）
な

　
　
り
」
と
い
ふ
。

歌
の
構
成
語
句
・
構
成
要
素
は
、
「
彼
方
」
、
「
浅
野
の
雛
」
、
「
響

す
」
、
「
我
は
寝
」
　
で
あ
る
。
各
要
素
と
「
上
宮
王
ら
の
性
順
」
、

「
罪
あ
る
こ
と
な
く
」
、
「
大
鹿
が
為
に
害
」
、
「
天
の
、
大
を
し
て

誄
」
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
も
、
連
想
の
手
が
か
り

も
見
出
せ
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
山
背
王
殺
害
事
件
の

「
岩
の
上
に
小
猿
米
焼
く
」
の
謡
歌
に
つ
い
て
は
、
『
紀
』
は
歌
の

各
構
成
語
句
・
要
素
と
、
そ
れ
が
暗
喩
す
る
事
柄
を
そ
れ
ぞ
れ
に

対
応
さ
せ
て
説
明
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
入
鹿
殺
害
事
件
の
謡
歌

三
首
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
対
応
関
係
が
示
さ
れ
な
い
。



　
大
系
本
『
古
代
歌
謡
集
』
の
頭
注
は
、
「
響
さ
ず
」
を
「
ト
ヨ

モ
サ
ユ
」
と
し
て
、
「
ト
ヨ
モ
サ
ニ
我
ハ
寝
シ
カ
ド
を
、
上
宮
の

大
兄
の
王
が
お
と
な
し
く
大
鹿
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
表
わ
し
、
人

ソ
ト
ヨ
モ
ス
を
、
中
大
兄
が
代
わ
っ
て
仇
を
討
つ
こ
と
を
諏
し
て

い
る
、
と
解
釈
し
た
も
の
」
と
い
う
（
二
〇
〇
頁
）
。
「
ト
ヨ
モ
サ

ニ
我
ハ
寝
シ
カ
ド
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
「
上
宮
の
大
兄

の
王
」
や
「
入
鹿
」
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に

「
大
ソ
」
を
「
中
大
兄
ら
」
の
結
び
つ
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
。
第
二
の
謡
歌
は
、
『
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
解
釈
に

は
、
結
び
つ
か
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
次
に
第
三
の
謡
歌
に
つ
い
て
み
よ
う
。
皇
極
紀
四
年
六
月
一
三

日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
第
三
の
謡
歌
を
説
き
て
曰
は
く
、
「
そ
の
歌
に
『
小
林
（
を

　
　
ば
や
し
）
に
、
我
を
引
き
入
れ
て
、
奸
（
せ
）
し
大
の
、
面

　
　
も
知
ら
ず
、
家
も
知
ら
ず
も
』
と
所
謂
（
い
）
ふ
は
、
こ
れ

　
　
入
鹿
臣
が
、
忽
（
た
ち
ま
ち
）
に
宮
の
中
に
し
て
、
佐
伯
連

　
　
子
麻
呂
・
稚
大
養
連
網
田
が
為
に
、
誄
さ
る
る
兆
し
な
り
」

　
　
と
い
ふ
。

こ
の
歌
を
最
初
に
載
せ
る
皇
極
紀
三
年
六
月
是
月
条
の
大
系
本

『
紀
』
の
頭
注
に
、
「
林
の
中
に
私
を
誘
い
込
ん
で
奸
し
た
大
の
顔

も
知
ら
な
い
、
家
も
知
ら
な
い
よ
の
意
。
下
文
四
年
六
月
条
の
末

尾
に
、
入
鹿
が
大
極
殿
で
佐
伯
子
麻
呂
・
稚
犬
養
網
田
の
た
め
に

殺
さ
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
と
あ
る
。
本
来
は
歌
垣
な
ど
で
見
知
ら

ぬ
男
に
さ
そ
わ
れ
て
林
の
中
で
一
夜
を
過
ご
し
た
女
の
歌
で
あ
ろ

う
」
と
あ
る
（
二
五
八
頁
）
。

　
大
系
本
『
古
代
歌
謡
集
』
の
頭
注
に
は
、
「
小
林
ニ
ワ
レ
ヲ
ヒ

牛
大
レ
テ
セ
シ
大
を
、
大
極
殿
に
自
分
を
引
き
入
れ
て
殺
し
た
大

と
解
し
、
そ
の
大
は
誰
だ
が
分
か
ら
ぬ
と
い
う
意
味
に
解
し
た
。

佐
伯
の
子
麻
呂
、
稚
犬
養
の
網
田
は
共
に
中
大
兄
の
命
を
受
け
て
、

入
鹿
を
切
っ
た
大
」
と
あ
る
（
一
言
○
頁
）
。

　
歌
の
構
成
要
素
は
、
「
小
林
」
、
「
我
を
引
き
入
れ
」
、
「
奸
し
大
」
、

「
面
を
知
」
、
「
家
を
知
」
で
あ
る
。
こ
の
構
成
要
素
の
ど
こ
か
ら

も
、
「
入
鹿
の
抹
殺
」
、
「
佐
伯
子
麻
呂
・
稚
犬
養
網
田
に
よ
る
誄

殺
」
を
連
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
「
小
林
」
の

「
林
」
は
、
林
匝
つ
ま
り
入
鹿
に
つ
な
が
り
、
大
鹿
側
に
引
き
込

ま
れ
て
、
被
害
を
受
け
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ

ば
こ
れ
は
大
鹿
に
被
害
を
受
け
た
山
背
王
殺
害
事
件
の
予
兆
記
事

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
一
の
謡
歌
を
み
よ
う
。
皇
極
紀
四
年
六
月
コ
二
日
条
は
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
こ
こ
に
あ
る
大
、
第
一
の
謡
歌
を
説
き
て
曰
は
く
、
「
そ
の

　
　
歌
に
『
遥
遥
（
は
ろ
は
ろ
）
に
、
言
（
こ
と
）
そ
聞
ゆ
る
、
島



　
　
の
藪
原
』
と
所
謂
ふ
は
、
こ
れ
、
宮
殿
（
み
や
）
を
嶋
大
匝

　
　
の
家
に
接
（
古
ぜ
て
起
（
だ
）
て
て
、
中
大
兄
、
中
臣
鎌

　
　
子
連
と
、
密
（
し
の
び
）
に
大
義
を
図
り
て
、
入
鹿
を
戮

　
　
（
こ
ろ
）
さ
む
と
謀
れ
る
兆
な
り
」
と
い
ふ
。

皇
極
三
年
六
月
是
月
９
　
の
大
系
本
『
紀
』
の
頭
注
は
、
「
か
す
か

に
話
し
声
が
聞
こ
え
る
、
島
の
藪
原
で
の
意
。
岩
崎
本
の
ア
ク
セ

ン
ト
表
記
か
ら
、
コ
ト
ソ
キ
コ
ユ
ル
は
『
言
そ
聞
ゆ
る
』
と
解
す

る
。
『
琴
そ
聞
ゆ
る
』
の
意
で
は
な
い
。
こ
の
謡
歌
の
趣
旨
は
下

文
四
年
六
月
条
に
、
中
大
兄
が
宮
殿
を
島
の
大
匝
（
入
鹿
）
の
家

の
近
く
に
建
て
て
、
そ
こ
で
中
匝
鎌
足
と
入
鹿
討
伐
の
密
談
を
す

る
こ
と
を
さ
す
。
し
か
し
、
も
と
も
と
は
男
女
の
密
会
の
様
子
を

歌
っ
た
民
謡
と
い
え
る
」
と
あ
る
（
二
五
八
頁
）
。

　
大
系
本
『
古
代
歌
謡
集
』
の
頭
注
で
は
、
「
中
大
兄
が
宮
殿
を

島
の
大
臣
（
大
鹿
）
の
家
の
近
く
に
建
て
て
、
そ
こ
で
中
匝
の
鎌

足
と
入
鹿
討
伐
の
密
議
を
す
る
こ
と
の
前
兆
で
あ
る
、
と
の
意
。

島
の
藪
原
か
ら
ひ
そ
か
に
話
し
声
が
聞
こ
え
る
、
と
い
う
歌
詞
を

そ
の
よ
う
な
事
件
に
附
会
し
て
解
釈
を
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
あ

る
（
二
〇
〇
頁
）
。

　
歌
の
要
素
は
、
「
遥
遥
に
」
、
「
言
そ
聞
」
、
「
島
の
藪
原
」
で
あ

る
。
「
島
の
藪
原
」
と
い
う
要
素
か
ら
、
「
島
」
を
、
「
島
」
か
ら

「
嶋
大
匝
」
を
連
想
し
、
「
宮
殿
を
嶋
大
匝
の
家
に
接
ぜ
て
起
て

て
」
と
連
想
を
広
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
連
想
と
し
て
、

妥
当
性
か
お
る
。
た
だ
し
、
大
系
本
『
紀
』
と
大
系
本
『
古
代
歌

謡
集
』
の
頭
注
が
と
も
に
、
（
島
の
大
匝
八
入
鹿
）
」
と
す
る
の
は
、

ま
っ
た
く
強
引
な
解
釈
に
過
ぎ
ず
、
何
の
根
拠
も
な
い
誤
解
で
あ

る
。

　
「
嶋
大
臣
」
は
、
推
古
紀
二
八
年
是
歳
条
な
ど
に
見
え
る
蘇
我

馬
子
の
こ
と
で
あ
る
。
馬
子
に
つ
い
て
は
時
の
人
か
ら
「
嶋
大

臣
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
呼
称
起
源
物
語
が
、
推
古
紀
三
四
年
五

月
二
〇
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
飛
鳥
川
の
ほ
と

り
に
家
を
か
ま
え
、
庭
に
池
を
つ
く
り
、
池
の
中
に
嶋
を
つ
く
っ

た
の
で
「
嶋
大
臣
」
と
呼
ば
れ
た
と
あ
る
。
「
嶋
大
匝
」
は
個
人

の
営
為
に
よ
り
そ
の
名
が
創
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
個
人
の
蘇
我

馬
子
以
外
の
人
物
を
さ
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　
も
っ
と
も
「
中
大
兄
が
宮
殿
を
嶋
大
臣
の
家
に
接
ぜ
て
起
て
」

と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
中
大
兄
の
母
方

の
祖
母
（
皇
極
の
母
）
が
吉
備
嶋
皇
祖
母
尊
、
父
方
の
祖
母
（
舒
明

の
母
）
が
嶋
皇
祖
母
尊
で
あ
り
、
と
も
に
名
に
「
嶋
」
を
冠
す
る
。

吉
備
嶋
皇
祖
母
尊
か
、
嶋
皇
祖
母
尊
が
、
嶋
に
邸
宅
を
持
っ
て
い

た
可
能
性
は
高
く
、
そ
こ
を
中
大
兄
が
利
用
し
た
こ
と
も
充
分
に

考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
「
嶋
」
の
「
宮
殿
」
す
な
わ
ち
「
嶋
宮
」
は
、
天
武



即
位
前
紀
辛
未
年
一
〇
月
一
九
日
条
に
吉
野
へ
向
か
う
大
海
人
一

行
が
嶋
宮
に
御
し
た
と
あ
る
の
を
は
じ
め
天
武
紀
に
五
度
、
持
統

紀
四
年
三
月
二
〇
日
条
に
も
見
え
る
。
嶋
と
宮
殿
の
結
び
つ
き
で

あ
れ
ば
、
天
武
紀
以
降
が
強
い
連
想
を
生
む
と
い
え
る
。

　
そ
の
上
に
、
蘇
我
蝦
夷
・
大
鹿
父
子
の
拠
点
は
、
皇
極
紀
三
年

一
一
月
条
に
「
蘇
我
大
臣
蝦
夷
・
児
入
鹿
臣
、
家
を
甘
植
岡
に
双

べ
起
つ
」
と
あ
り
、
同
条
に
「
ま
た
家
を
畝
傍
山
の
東
に
起
つ
。

池
を
穿
（
は
）
り
て
城
（
き
）
と
な
せ
り
」
と
あ
る
。
蘇
我
蝦
夷

は
『
紀
』
に
初
出
の
推
古
一
八
年
一
〇
月
九
日
条
に
、
「
蘇
我
豊

浦
蝦
夷
匝
」
と
あ
り
、
舒
明
紀
八
年
七
月
一
日
条
と
皇
極
紀
三
年

三
月
条
な
ど
に
「
豊
浦
大
臣
」
と
あ
る
。
廿
植
岡
は
豊
浦
と
同
地

域
と
見
て
よ
い
か
ら
、
蝦
夷
の
拠
点
は
当
初
か
ら
豊
浦
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
馬
子
の
拠
点
の
嶋
は
、
蝦
夷
に
伝
承
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
蝦

夷
は
豊
浦
に
拠
点
を
移
し
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
蝦
夷
の
子
の
大

鹿
と
嶋
の
関
係
は
、
さ
ら
に
希
薄
で
あ
り
、
「
島
」
か
ら
「
嶋
大

臣
」
、
「
嶋
大
臣
」
か
ら
入
鹿
へ
の
連
想
は
無
理
で
あ
る
。
む
し
ろ

「
島
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
「
吉
備
嶋
皇
祖
母
尊
」
あ
る
い
は

「
嶋
皇
祖
母
尊
」
を
通
じ
て
「
中
大
兄
」
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
し

て
も
、
そ
こ
か
ら
「
中
臣
鎌
子
と
、
密
に
大
義
を
図
」
や
「
大
鹿

を
戮
さ
む
と
謀
」
に
結
び
つ
け
る
契
機
は
、
何
も
な
い
。

　
『
紀
』
の
よ
う
に
「
島
」
か
ら
「
嶋
大
臣
」
を
連
想
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
嶋
大
匝
」
の
名
は
、
山
背
王
と
田
村
王
（
舒
明
）
が

大
王
位
継
承
を
め
ぐ
り
対
立
し
た
舒
明
即
位
前
紀
の
記
事
に
も
見

え
る
。
山
背
王
と
田
村
王
が
対
立
し
た
時
は
、
「
嶋
大
匝
」
の
た

め
に
蘇
我
氏
一
族
こ
ぞ
っ
て
造
墓
の
た
め
に
墓
所
に
宿
っ
て
い
た
。

山
背
王
を
推
す
蘇
我
境
部
臣
摩
理
勢
は
、
蝦
夷
の
態
度
に
反
発
し

て
墓
所
を
立
ち
去
り
、
結
局
は
滅
ぼ
さ
れ
た
。
「
嶋
大
匝
」
か
ら

の
連
想
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
山
背
王
殺
害
事
件
あ

る
い
は
舒
明
即
位
時
の
摩
理
勢
殺
害
事
件
と
の
関
連
が
密
接
で
あ

る
。

　
以
上
、
皇
極
紀
三
年
六
月
是
月
条
に
流
行
が
記
さ
れ
、
皇
極
紀

四
年
六
月
コ
二
日
条
に
そ
の
暗
喩
が
解
か
れ
て
い
る
謡
歌
三
首
を

検
討
し
た
。
三
首
と
も
に
人
鹿
殺
害
事
件
の
暗
喩
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
点
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し
ろ
第
一
の
謡
歌
は
山
背
王
殺

害
事
件
と
の
関
連
さ
え
指
摘
で
き
る
。
『
紀
』
は
第
二
の
謡
歌
を

根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
背
王
殺
害
事
件
と
の
連
関
に

触
れ
た
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
三
首
の
謡
歌
は
、
む
し
ろ

山
背
王
殺
害
事
件
と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
、
人
鹿
殺
害
事
件
と

の
関
連
は
謡
歌
の
構
成
要
素
か
ら
は
指
摘
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
と
前
項
に
指
摘
し
た
三
首
の
謡
歌
の
流
行
を
記
す
条

の
直
前
に
は
、
配
置
を
無
視
し
た
山
背
王
殺
害
事
件
の
予
兆
で
あ



る
と
『
紀
』
が
解
釈
す
る
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ

考
え
れ
ば
、
計
四
首
の
謡
歌
は
本
来
は
山
背
王
殺
害
事
件
の
予
兆

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
も
っ
と
も
、
四
首
を
山

背
王
殺
害
事
件
関
連
と
し
て
も
、
四
首
と
も
歌
の
構
成
要
素
と
山

背
王
殺
害
事
件
と
の
関
連
は
希
薄
で
あ
り
、
何
と
で
も
解
釈
で
き

る
よ
う
な
謡
歌
を
記
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
無
意
味
な
謡
歌
を
無
理
や
り
に
、
皇
極
紀
三
年
六

月
是
月
条
と
皇
極
紀
四
年
六
月
一
三
日
条
に
配
置
し
た
『
紀
』
の

意
図
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
謡
歌
の
解
釈
を
皇
極
四
年
六
月
一
三
日
４
　
に
記
し
た
こ
と

は
、
謡
歌
が
暗
喩
す
る
事
件
が
六
月
一
三
日
を
も
っ
て
終
結
し
た

こ
と
を
印
象
付
け
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
六
月
Ｔ
一
日
に
発
生

し
た
入
鹿
殺
害
事
件
は
、
翌
日
を
も
っ
て
終
結
し
た
と
印
象
付
け

た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
謡
歌
の
流
行
を
皇
極
三
年
六
月
是
月

と
し
た
こ
と
は
、
謡
歌
の
流
行
と
い
う
こ
と
で
一
般
に
何
か
大
き

な
事
件
が
起
き
そ
う
だ
と
い
う
予
感
が
広
ま
っ
た
の
は
、
約
一
年

前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
位
置
付
け
を
す
る
目
的
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
前
々
か
ら
蘇
我
蝦
夷
・
入
鹿
が

大
王
位
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
敵
対
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
大
鹿
殺
害
事
件
の
原
因
は
古
く
か
ら

あ
れ
ば
あ
っ
た
方
が
望
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
皇
極
紀
二
年
一
一
月
一
日
条
の
山
背
王
殺
害
の
記
事
は
、
謡
歌

の
解
釈
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
謡
歌
の
発
端
記
事
は
約
一
月
前

の
皇
極
二
年
一
〇
月
Ｔ
一
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
人
鹿
が
独
裁

的
な
権
力
を
握
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
直
前
の
Ｉ
〇
月
六
日
条
に
記

さ
れ
る
。
さ
ら
に
山
背
王
と
蘇
我
蝦
夷
・
入
鹿
の
対
立
の
記
事
は
、

皇
極
元
年
是
歳
条
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
項
を
改
め
て
皇

極
元
年
是
歳
条
を
み
て
お
き
た
い
。

三
　
皇
極
紀
元
年
是
歳
条

是
歳
条
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
蘇
我
大
臣
蝦
夷
、
己
が
祖
廟
（
お
や
の
ま
つ
り
や
）
を
葛
城
の

　
高
宮
に
立
て
て
、
八
悄
（
や
つ
ら
）
の
舞
を
す
。
遂
に
歌
を

　
作
り
て
曰
は
く
、

　
　
　
大
和
（
や
ま
と
）
の
　
忍
（
お
し
）
の
広
瀬
（
ひ
ろ
せ
）

　
　
　
を
　
渡
ら
む
と
　
足
結
（
あ
よ
ひ
）
手
作
（
た
づ
く
）
り

　
　
　
腰
作
（
こ
し
づ
く
）
ら
ふ
も

　
ま
た
尽
（
ふ
つ
く
）
に
国
挙
（
く
に
こ
ぞ
）
る
民
、
井
て
百
八

　
十
部
曲
を
発
し
て
、
予
め
双
墓
を
今
来
（
い
ま
き
）
に
造
る
。

　
一
つ
を
ば
大
陵
と
曰
ふ
。
大
匝
の
墓
と
す
。
一
つ
を
小
陵
と

　
曰
ふ
。
入
鹿
匝
の
墓
と
す
。
望
（
ね
が
）
は
く
は
死
（
み
ま



　
　
か
）
り
て
後
に
、
人
を
労
（
い
た
は
）
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ
。

　
　
更
に
悉
（
こ
と
ご
と
く
）
に
上
宮
の
乳
部
の
民
を
聚
（
あ
っ
）

　
　
め
て
〈
乳
部
、
こ
れ
を
美
父
と
い
ふ
〉
、
堅
姚
所
（
は
か
ど
こ

　
　
ろ
）
に
役
使
（
つ
か
）
ふ
。
こ
こ
に
上
宮
大
娘
姫
王
、
発
憤

　
　
（
む
っ
か
）
り
歎
き
て
曰
は
く
、
「
蘇
我
匝
、
専
（
た
く
め
）
国

　
　
の
政
を
檀
（
ほ
し
き
ま
ま
）
に
し
て
、
多
に
行
無
礼
（
い
や
な

　
　
き
わ
ざ
）
す
。
天
に
二
つ
の
日
な
く
、
国
に
二
の
王
な
し
。

　
　
何
に
由
（
古
り
て
か
意
の
任
（
ま
ま
）
に
悉
（
こ
と
ご
と
）

　
　
く
封
（
よ
さ
）
せ
る
民
を
役
（
つ
か
）
ふ
」
と
い
ふ
。
こ
れ

　
　
よ
り
恨
を
結
び
て
、
遂
に
倶
（
と
も
）
に
亡
さ
れ
ぬ
。

こ
の
条
は
、
蘇
我
蝦
夷
が
中
国
風
の
祖
廟
の
祭
を
行
な
い
、
中
国

の
天
子
の
特
権
で
あ
る
八
侑
の
舞
を
行
な
い
、
一
族
を
誇
る
歌
を

作
ら
せ
た
と
し
て
、
蝦
夷
の
専
権
を
印
象
付
け
る
。
こ
れ
が
何
ら

か
の
裏
づ
け
の
あ
る
史
料
な
の
か
ど
う
か
は
す
で
に
触
れ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
国
こ
ぞ
る
民
、
多
数

の
部
曲
の
徴
発
も
同
じ
で
、
専
権
を
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

山
背
王
一
族
と
の
対
立
の
発
端
は
、
蝦
夷
と
人
鹿
の
壽
墓
の
構
築

に
上
宮
の
乳
部
を
使
用
し
た
こ
と
に
発
す
る
と
あ
る
。

　
『
紀
』
の
記
事
と
し
て
の
最
大
の
問
題
点
は
、
フ
」
れ
よ
り
恨
み

を
結
び
て
、
遂
に
倶
に
亡
さ
れ
ぬ
」
と
い
う
部
分
に
あ
る
。
大
系

本
『
紀
』
の
頭
注
は
、
「
倶
に
」
に
注
し
て
「
四
年
六
月
条
の
事

件
を
さ
す
」
と
す
る
。
四
年
六
月
４
　
の
事
件
と
は
、
大
鹿
殺
害
事

件
の
こ
と
で
あ
る
。
「
倶
に
」
　
の
も
う
片
方
が
上
宮
王
家
滅
亡
す

な
わ
ち
山
背
王
殺
害
事
件
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
遂
に
倶
に
亡
さ
れ
ぬ
」
と
い
う
記
述
は
、
事
件
の
客
観
的
な

記
述
で
は
な
く
、
『
紀
』
　
の
上
宮
王
ら
と
蝦
夷
・
入
鹿
の
対
立
に

対
す
る
評
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
紀
』
は
、
山
背
王
殺
害
事
件

を
単
独
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
入
鹿
殺
害
（
蝦
夷
滅
亡
）
事

件
ま
で
が
一
つ
の
事
件
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
を
す
る
こ
と
を

こ
の
条
で
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
紀
』
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
上
宮
王
家
滅
亡
す
な
わ
ち

山
背
王
殺
害
事
件
は
、
入
鹿
殺
害
（
蝦
夷
滅
亡
）
事
件
の
予
兆
的

な
位
置
付
け
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
第
一
項
で
、
山
背
王

殺
害
事
件
の
約
半
年
後
の
皇
極
紀
三
年
六
月
三
日
４
　
に
、
志
紀
上

郡
が
三
輪
山
の
猿
が
歌
を
歌
い
、
そ
の
歌
は
「
数
年
を
経
歴
て
、

上
宮
の
王
等
の
、
蘇
我
鞍
作
が
為
に
、
胆
駒
山
に
囲
ま
れ
る
兆
な

り
」
と
あ
る
記
事
は
、
『
紀
』
が
掲
げ
る
年
次
を
誤
っ
た
か
、
本

文
に
歌
の
解
釈
を
誤
っ
た
か
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
、
と
述
べ

た
。
客
観
的
に
皇
極
紀
を
読
ん
で
い
く
限
り
、
こ
う
し
た
結
論
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
『
紀
』
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
山
背
王

殺
害
事
件
は
入
鹿
殺
害
事
件
の
予
兆
な
の
で
あ
る
か
ら
、
山
背
王

殺
害
事
件
に
関
す
る
記
事
は
、
大
鹿
殺
害
よ
り
前
に
あ
れ
ば
、
ど



こ
で
あ
ろ
う
と
そ
の
位
置
は
正
当
な
の
で
あ
る
。

　
山
背
王
殺
害
事
件
が
大
鹿
殺
害
事
件
の
予
兆
的
な
位
置
を
し
め

る
こ
と
は
、
山
背
王
殺
害
事
件
を
記
し
た
皇
極
紀
二
年
一
一
月
一

日
４
　
の
次
の
部
分
が
、
何
よ
り
も
よ
く
そ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い

る
。

　
　
蘇
我
大
匝
蝦
夷
、
山
背
大
兄
王
等
、
総
（
す
ぺ
）
て
大
鹿
に

　
　
亡
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
聞
き
て
、
胆
（
い
か
）
り
罵
（
の

　
　
の
し
）
り
て
曰
は
く
、
「
噫
（
あ
）
、
入
鹿
、
極
甚
（
は
な
は

　
　
だ
）
愚
庭
（
お
ろ
か
）
に
し
て
、
専
（
た
く
め
）
行
暴
悪
（
あ

　
　
し
き
わ
ざ
）
す
。
側
（
い
）
が
身
命
（
い
の
ち
）
、
ま
た
殆
（
あ

　
　
や
ふ
）
か
ら
ず
や
」
と
い
ふ
。

山
背
王
殺
害
を
聞
い
た
蝦
夷
は
、
お
ま
え
の
生
命
は
危
く
な
っ
た

と
大
鹿
を
罵
っ
た
と
あ
り
、
蝦
夷
が
入
鹿
殺
害
を
予
告
し
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
大
鹿
殺
害
事
件
の
予
兆
を
な
す
の
で
あ
る
。

四
　
物
語
の
構
成
と
不
完
全
な
記
事

　
山
背
王
殺
害
事
件
は
、
前
項
の
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
皇

極
紀
元
年
是
歳
条
に
総
合
的
な
発
端
記
事
か
お
り
、
皇
極
紀
二
年

一
〇
月
て
一
日
条
に
謡
歌
が
行
な
わ
れ
た
記
事
か
お
り
、
一
一
月

一
日
条
に
入
鹿
に
よ
る
山
背
王
攻
撃
か
ら
王
の
自
殺
に
い
た
る
事

件
に
関
す
る
一
括
記
事
か
お
り
、
そ
の
末
尾
を
謡
歌
の
解
釈
で
締

め
く
く
る
。
直
接
に
山
背
王
殺
害
を
テ
ー
マ
と
す
る
物
語
と
し
て

は
、
以
上
で
完
結
し
た
構
造
を
持
つ
。

　
一
方
、
大
鹿
殺
害
を
テ
ー
マ
と
す
る
物
語
を
考
え
る
と
、
総
合

的
な
発
端
記
事
は
皇
極
紀
三
年
一
月
一
日
条
で
あ
る
。
こ
の
条
は
、

「
中
臣
鎌
子
連
を
以
て
神
祇
伯
に
拝
（
め
）
す
」
に
始
ま
り
、
鎌

子
と
軽
皇
子
の
出
会
い
と
親
交
、
鎌
子
と
中
大
兄
の
法
興
寺
の
蹴

鞠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
む
出
会
い
と
親
交
、
鎌
子
の
推
薦
に
よ
る

蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
娘
と
中
大
兄
の
結
婚
譚
を
含
む
出
会
い

と
親
交
、
鎌
子
の
中
大
兄
へ
の
佐
伯
連
子
麻
呂
と
葛
城
稚
犬
養
連

網
田
の
推
挙
ま
で
、
入
鹿
殺
害
派
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
覧
的
記

事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
約
半
年
後
の
皇
極
紀
三
年
六
月

是
月
条
に
謡
歌
三
首
が
配
さ
れ
、
入
鹿
殺
害
と
蝦
夷
滅
亡
を
記
し

た
後
に
謡
歌
三
首
の
解
釈
を
配
し
て
い
る
。

　
物
語
自
体
の
配
置
と
し
て
は
、
「
総
合
的
な
発
端
記
事
」
－

「
予
兆
の
謡
歌
」
－
「
事
件
」
－
「
事
件
の
事
後
の
謡
歌
の
解
釈
」

と
い
う
形
で
、
両
者
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
前
項
で

検
討
し
た
『
紀
』
の
「
遂
に
倶
（
と
も
）
に
亡
さ
れ
ぬ
」
と
い
う

両
物
語
の
関
係
性
の
評
価
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
山
背
王
殺
害
物

語
の
構
成
を
な
ぞ
る
形
で
大
鹿
殺
害
物
語
が
構
想
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
謡
歌



に
つ
い
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
山
背
王
殺
害
物
語
の
謡
歌
は
、
歌

の
構
成
要
素
と
暗
喩
が
対
比
関
係
を
持
つ
の
に
、
大
鹿
殺
害
物
語

で
は
歌
の
構
成
要
素
と
暗
喩
の
間
に
何
ら
の
対
応
関
係
が
持
た
さ

れ
て
い
な
い
な
ど
、
未
完
成
の
要
素
が
強
い
。

　
こ
の
未
完
成
の
要
素
な
り
、
不
完
全
な
要
素
な
り
は
、
謡
歌
に

限
る
も
の
で
は
な
い
。
入
鹿
の
殺
害
を
描
く
皇
極
紀
四
年
六
月
一

二
日
条
に
は
、
多
く
の
不
完
全
な
記
述
か
お
る
。
こ
の
条
は
、
皇

極
が
大
極
殿
に
御
し
、
古
人
大
兄
も
そ
の
場
に
侍
っ
て
い
た
、
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
記
事
が
始
ま
る
。
そ
こ
へ
入
鹿
が
大
っ
て
く
る

の
で
あ
る
が
、
入
鹿
が
昼
夜
剱
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
鎌
子
は
俳

優
に
教
え
て
入
鹿
の
剱
を
解
か
せ
た
。
入
鹿
は
笑
い
な
が
ら
剱
を

解
き
、
殿
に
入
り
座
に
つ
い
た
。
倉
山
田
麻
呂
が
三
韓
の
表
文
を

読
み
上
げ
始
め
た
。
こ
の
時
、
中
大
兄
は
一
時
に
Ｔ
一
通
門
を
閉

め
て
、
殿
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
、
通
門
の
護
衛
を
一
所
に
集
め

て
も
の
を
授
与
し
た
。
さ
ら
に
中
大
兄
ら
の
行
動
と
そ
の
場
の
状

況
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
時
に
、
中
大
兄
、
即
ち
自
ら
長
き
槍
（
ほ
こ
）
を
執
（
と
）

　
　
り
て
、
殿
の
側
に
隠
れ
た
り
。
中
臣
鎌
子
連
ら
、
弓
矢
を
持

　
　
ち
て
為
助
衛
（
ゐ
ま
も
）
る
。
海
犬
養
連
勝
麻
呂
を
し
て
、

　
　
箱
の
中
の
両
つ
の
剱
（
た
ち
）
を
佐
伯
連
子
麻
呂
と
葛
城
稚

　
　
犬
養
網
田
と
に
授
け
し
め
て
曰
は
く
、
「
努
力
努
力
（
ゆ
め

　
　
ゆ
め
）
、
急
須
（
あ
か
ら
さ
ま
）
に
斬
る
べ
し
」
と
い
ふ
。
子

　
　
麻
呂
ら
、
水
を
以
て
送
飯
（
い
ひ
す
）
く
。
恐
り
て
反
吐

　
　
（
た
ま
ひ
い
だ
）
す
。
中
臣
鎌
子
連
、
噴
（
竺
め
て
励
（
は

　
　
げ
ま
）
し
む
。
倉
山
田
麻
呂
臣
、
表
文
を
唱
（
よ
み
あ
）
ぐ

　
　
る
こ
と
将
（
ま
さ
）
に
尽
き
な
む
と
す
れ
ど
も
、
子
麻
呂
ら

　
　
の
来
ざ
る
こ
と
を
恐
り
て
、
流
（
い
）
づ
る
汗
身
に
浹
（
あ

　
　
ま
ね
）
く
し
て
、
声
乱
れ
手
動
（
わ
な
な
）
く
。

殿
の
側
で
は
中
大
兄
が
長
槍
を
持
っ
て
隠
れ
、
中
臣
鎌
子
が
弓
矢

を
持
っ
て
中
大
兄
を
守
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
問
題
が
な
い
。

次
に
ど
う
し
て
突
如
、
海
犬
養
勝
麻
呂
が
登
場
し
、
箱
の
中
の
二

本
の
剱
を
子
麻
呂
と
網
田
に
渡
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
海
大
養
勝
麻

呂
に
命
じ
て
剱
を
子
麻
呂
と
網
田
に
渡
さ
せ
た
の
は
、
「
使
海
大

養
連
勝
麻
呂
、
授
箱
中
両
剱
於
佐
伯
連
子
麻
呂
与
葛
城
稚
大
養
連

網
田
口
」
と
い
う
文
の
構
造
上
か
ら
し
て
鎌
子
で
あ
り
、
「
曰
」

の
主
体
、
つ
ま
り
「
ゆ
め
ゆ
め
あ
か
ら
さ
ま
に
斬
る
べ
し
」
と
告

げ
た
の
も
鎌
子
で
あ
る
。
鎌
子
は
一
方
で
は
弓
矢
を
持
っ
て
中
大

兄
を
守
り
、
そ
の
一
方
で
剱
を
子
麻
呂
ら
に
授
け
さ
せ
て
「
あ
か

ら
さ
ま
に
斬
る
べ
し
」
と
命
じ
て
い
る
。
不
可
能
な
わ
け
で
は
な

い
が
、
殿
の
側
で
は
じ
め
て
剱
を
子
麻
呂
ら
に
授
与
し
、
「
あ
か

ら
さ
ま
に
斬
る
べ
し
」
と
命
令
す
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

暗
殺
に
使
用
す
る
道
具
は
、
前
も
っ
て
扱
い
に
慣
れ
て
お
く
の
は



当
然
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
次
の
子
麻
呂
ら
が
水
で
飯
を
飲
み
込
み
、
緊
張
の
あ

ま
り
吐
き
出
し
、
鎌
子
に
励
ま
さ
れ
た
、
と
い
う
の
は
弁
明
の
余

地
な
く
不
可
思
議
な
記
述
で
あ
る
。
殿
の
側
に
隠
れ
て
い
る
の
は
、

機
会
を
得
て
、
殿
の
中
に
踏
み
込
み
、
入
鹿
を
殺
害
す
る
た
め
で

あ
る
。
そ
の
殿
の
側
で
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
食
事
を
す
る
こ
と

な
ど
あ
り
う
る
は
ず
が
な
い
。

　
い
か
に
考
え
て
も
不
自
然
な
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
『
紀
』
だ
け

で
は
な
く
、
『
家
伝
上
（
大
織
冠
伝
）
』
で
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
に
お
い
て
中
大
兄
、
衛
門
府
に
命
じ
、
一
時
に
倶
（
と

　
　
も
）
に
Ｔ
一
通
門
を
閉
ざ
す
。
時
に
、
中
大
兄
、
自
ら
長
き

　
　
槍
を
執
り
て
、
殿
の
側
に
隠
れ
た
り
。
大
臣
、
弓
矢
を
持
ち

　
　
て
為
翼
衛
（
ゐ
ま
も
）
る
。
箱
の
中
の
両
つ
の
剱
を
佐
伯
連

　
　
古
麻
呂
・
稚
犬
養
連
網
田
に
授
け
て
日
は
く
、
「
努
力
努
力
、

　
　
一
箇
（
い
っ
こ
）
に
打
ち
殺
す
べ
し
」
と
い
ふ
。
水
を
以
て

　
　
送
飯
す
。
咽
せ
て
反
吐
す
。
大
臣
、
使
を
噴
（
せ
）
め
て
勤

　
　
（
つ
と
）
め
励
（
は
げ
ま
）
し
む
。
山
田
臣
、
表
文
の
将
（
ま

　
　
さ
）
に
尽
き
な
む
と
す
れ
ど
も
、
子
麻
呂
ら
の
来
ざ
る
こ
と

　
　
を
恐
り
て
、
流
（
い
）
づ
る
汗
身
に
浹
（
あ
ま
ね
）
く
し
て
、

　
　
声
乱
れ
手
動
（
わ
な
な
）
く
。

『
家
伝
・
上
』
で
は
、
鎌
子
が
自
ら
箱
の
中
の
剱
を
古
麻
呂
（
子

麻
呂
）
と
網
田
に
授
与
し
た
点
が
『
紀
』
と
は
異
な
る
も
の
の
、

「
水
を
以
て
送
飯
」
と
か
「
反
吐
」
と
か
は
一
致
す
る
。
子
麻
呂

ら
へ
の
剱
の
授
与
と
、
食
事
の
供
給
は
、
三
韓
の
表
文
の
読
み
上

げ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
殿
の
側
の
場
面
で
は
な
く
、

別
の
場
面
が
混
入
し
た
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
主
要
な
流
れ
を
追
っ
て
い
く
と
、
山
田
麻
呂
が
汗
を
流
し
声
が

乱
れ
手
が
わ
な
な
い
て
い
る
の
を
見
て
大
鹿
は
、
そ
の
理
由
を
問

う
。
山
田
麻
呂
は
、
天
皇
に
近
い
の
で
不
覚
に
も
汗
が
流
れ
た
と

応
え
る
。
中
大
兄
は
子
麻
呂
ら
が
大
鹿
の
威
に
押
さ
れ
て
進
め
な

い
の
を
見
る
と
、
「
咄
嵯
（
や
あ
）
」
と
声
を
か
け
て
、
子
麻
呂
ら

と
と
も
に
入
鹿
に
切
り
か
か
っ
た
。
そ
の
後
の
状
況
を
原
文
で
引

用
し
て
お
こ
う
。

　
　
入
鹿
驚
き
て
起
つ
。
子
麻
呂
、
手
を
運
（
め
ぐ
ら
）
剱
を
揮

　
　
（
ふ
）
き
て
、
そ
の
一
の
脚
を
傷
（
や
ぶ
）
り
つ
。
大
鹿
、
御

　
　
座
（
お
も
と
）
に
転
（
ま
ろ
）
び
就
（
つ
）
き
て
、
叩
頭
（
の

　
　
み
）
で
曰
さ
く
、
「
ま
さ
に
嗣
位
（
ひ
っ
ぎ
の
く
ら
ゐ
）
に
居

　
　
（
ま
し
ま
）
す
べ
き
は
、
天
子
（
あ
め
の
み
こ
）
な
り
。
臣
（
や

　
　
っ
こ
）
罪
を
知
ら
ず
。
乞
ふ
、
垂
審
察
（
あ
き
ら
め
た
ま
）

　
　
へ
」
と
ま
う
す
。
天
皇
大
い
に
驚
き
て
、
中
大
兄
に
詔
し
て

　
　
曰
は
く
、
「
知
ら
ず
、
作
（
す
）
る
所
、
何
事
あ
り
つ
る
や
」

　
　
と
の
た
ま
ふ
。
中
大
兄
、
地
に
伏
し
て
奏
し
て
日
さ
く
、



　
　
「
鞍
作
、
天
宗
（
き
み
た
ち
）
を
尽
し
滅
し
て
、
日
位
（
ひ
っ

　
　
ぎ
の
く
ら
ゐ
）
を
傾
け
む
と
す
。
あ
に
天
孫
（
す
め
み
ま
）
を

　
　
以
て
鞍
作
に
代
へ
む
や
」
と
ま
う
す
。
〈
蘇
我
臣
人
鹿
、
更

　
　
（
ま
た
）
の
名
は
鞍
作
〉
。
天
皇
、
即
ち
起
ち
て
殿
の
中
に
入

　
　
り
た
ま
ふ
。

切
り
つ
け
ら
れ
た
入
鹿
は
驚
い
て
座
か
ら
起
ち
あ
が
っ
た
。
子
麻

呂
が
手
を
伸
ば
し
て
剱
を
揮
い
、
人
鹿
の
片
脚
に
切
り
つ
け
た
。

入
鹿
は
転
び
な
が
ら
皇
極
に
す
が
り
つ
き
、
頭
を
下
げ
て
自
分
は

無
罪
な
の
で
事
情
を
糾
明
し
て
ほ
し
い
と
告
げ
た
。
皇
極
は
驚
い

て
中
大
兄
に
、
ど
の
よ
う
な
事
情
な
の
か
と
た
ず
ね
た
。
中
大
兄

は
地
に
伏
し
、
人
鹿
は
天
皇
の
血
縁
者
を
滅
ぼ
し
て
、
天
皇
の
血

統
に
よ
る
継
承
を
廃
止
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
天
皇
の
血
統
を

大
鹿
に
代
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
述
べ
た
。
天
皇
は
、
起

ち
上
が
る
と
殿
の
中
に
入
っ
た
。

　
引
用
部
分
の
大
意
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。
問
題
に
し
た
い
点
は
、

人
鹿
が
切
り
つ
け
ら
れ
た
舞
台
は
ど
こ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

殿
の
側
に
中
大
兄
ら
は
隠
れ
て
い
た
。
子
麻
呂
が
入
鹿
の
威
を
恐

れ
て
進
ま
な
い
の
で
、
中
大
兄
が
声
を
あ
げ
て
、
子
麻
呂
と
と
も

に
入
鹿
に
切
り
か
か
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
中
大
兄
ら
は
殿
の

中
に
踏
み
込
ん
だ
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
入
鹿
は
そ
こ

で
、
つ
ま
り
殿
の
中
で
皇
極
に
す
が
り
つ
き
、
事
情
の
糾
明
を
求

め
、
皇
極
は
中
大
兄
に
事
情
の
説
明
を
求
め
、
中
大
兄
は
地
に
伏

し
て
事
情
を
説
明
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
舞
台
と
し
て
は
殿
の

中
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
大
兄
の
説
明
を
聞
い
て
皇
極
は
、
「
天

皇
即
ち
起
ち
て
殿
の
中
に
入
り
た
ま
ふ
（
天
皇
即
起
人
於
殿
中
）
」

の
で
あ
る
。
『
家
伝
・
上
』
で
も
「
天
皇
、
起
ち
て
殿
の
中
に
入

り
た
ま
ふ
（
天
皇
起
人
於
殿
中
）
」
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
「
殿
の
中
に
入
る
」
を
、
あ
る
殿
舎
か
ら
別
の
殿
舎

に
移
っ
た
と
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
「
天
皇
即
起
人
於

殿
中
」
に
直
接
続
く
の
は
次
の
記
述
で
あ
る
。

　
　
佐
伯
連
子
麻
呂
・
稚
犬
養
連
網
田
、
入
鹿
臣
を
斬
り
つ
。
こ

　
　
の
日
、
雨
（
あ
め
）
下
（
ふ
）
り
て
、
流
水
（
い
さ
ら
み
ず
）

　
　
庭
（
お
ほ
ば
）
に
溢
（
い
は
）
め
り
。
席
障
子
（
む
し
ろ
し
と

　
　
み
）
を
以
て
、
鞍
作
が
屍
に
覆
ふ
。

普
通
に
読
み
進
め
れ
ば
、
子
麻
呂
と
網
田
が
入
鹿
を
斬
り
殺
し
、

雨
が
降
っ
て
庭
に
水
が
溢
れ
て
お
り
、
入
鹿
の
屍
は
粗
末
な
ム
シ

ロ
の
類
で
覆
わ
れ
た
、
と
な
る
。
入
鹿
が
斬
り
殺
さ
れ
た
の
は
、

庭
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
入
鹿
が
襲
わ
れ
た
場
所
は
殿
の
中
で
は

な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
入
鹿
は
殿
の
中
で
は
な
く
庭
で
襲
わ
れ

た
と
す
れ
ば
、
皇
極
が
事
件
終
了
後
に
「
殿
の
中
に
入
」
つ
た
と

い
う
記
述
も
不
自
然
で
な
く
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
日
に
雨
が
降
っ
た
と
あ
る
の
は
、
こ
の
日
の
い
つ



か
ら
の
こ
と
か
不
明
で
あ
る
。
殿
の
側
で
中
大
兄
ら
が
隠
れ
て
い

た
記
述
に
は
、
雨
の
こ
と
は
見
え
な
い
。
『
家
伝
・
上
』
は
、
「
こ

の
日
、
雨
下
り
て
、
燎
水
庭
に
溢
め
り
。
席
障
子
（
む
し
ろ
し
と

み
）
を
以
て
、
鞍
作
が
屍
に
掩
ふ
」
と
『
紀
』
の
「
覆
」
の
字
が

「
掩
」
に
な
り
、
「
屍
」
の
後
に
「
也
」
が
付
く
だ
け
の
違
い
で
あ

る
が
、
『
家
伝
・
上
』
は
さ
ら
に
続
け
て
、
「
時
の
ひ
と
論
ず
る
に
、

以
て
天
の
逆
を
誄
す
る
に
応
ず
と
為
す
」
と
す
る
。

　
『
紀
』
の
大
鹿
殺
害
物
語
の
構
成
は
、
『
紀
』
の
山
背
王
殺
害
物

語
の
構
成
に
似
る
と
述
べ
た
が
、
『
紀
』
の
山
背
王
殺
害
物
語
に

は
、
山
背
王
ら
が
自
殺
を
し
た
時
に
、
五
色
の
幡
蓋
、
種
々
の
伎

楽
が
空
に
現
れ
た
が
、
入
鹿
が
見
る
と
黒
雲
に
変
じ
て
見
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
天
変
譚
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
対

比
す
れ
ば
大
鹿
殺
害
時
の
「
雨
」
も
、
『
家
伝
・
上
』
の
「
時
の

ひ
と
論
」
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
何
ら
か
の
寓
意
を
持
た
せ
よ
う
と

し
た
も
の
か
も
し
れ
ず
、
事
実
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
入
鹿
殺
害
の
直
前
の
場
面
に
戻
る
と
、
山
田
麻
呂
が
三
韓
の
表

文
を
読
ん
で
い
る
殿
の
側
に
、
中
大
兄
、
鎌
子
、
子
麻
呂
、
網
田

ら
が
隠
れ
て
い
た
。
山
田
麻
呂
と
三
韓
の
表
文
の
読
み
上
げ
役
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
皇
極
紀
三
年
六
月
八
日
条
に
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
中
大
兄
、
密
に
倉
山
田
麻
呂
匝
に
謂
（
か
た
）
り
て
日
は
く
、

　
　
「
三
韓
の
調
を
進
（
た
て
ま
っ
）
ら
む
日
に
、
か
な
ら
ず
将

　
　
（
ま
さ
）
に
卿
を
し
て
、
そ
の
表
を
読
み
唱
（
あ
）
げ
し
め

　
　
む
」
と
い
ふ
。
遂
に
入
鹿
を
斬
ら
む
と
す
る
謀
（
は
か
り
こ

　
　
と
）
を
陳
（
の
）
ぶ
。
麻
呂
臣
、
許
し
奉
る
。

『
紀
』
で
は
中
大
兄
は
、
三
韓
の
進
調
の
曰
に
は
、
そ
の
表
文
を

山
田
麻
呂
に
読
み
上
げ
さ
せ
る
と
伝
え
、
大
鹿
を
斬
る
謀
を
伝
え

た
。

　
『
家
伝
・
上
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
後
南
本
天
皇
の
四
年
、
歳
次
乙
巳
の
夏
六
月
、
中
大
兄
、
詐

　
　
（
い
っ
わ
）
り
て
三
韓
の
上
表
と
唱
（
と
な
）
へ
、
時
の
大
、

　
　
以
て
信
（
ま
こ
と
）
に
然
（
し
か
り
）
と
為
す
。
こ
こ
に
お
い

　
　
て
山
田
臣
に
謂
り
て
曰
は
く
、
コ
ニ
韓
の
表
文
は
、
公
を
し

　
　
て
読
み
白
さ
し
む
。
そ
の
怠
に
乗
じ
て
、
大
鹿
を
殺
さ
む
と

　
　
す
」
と
い
ふ
。
山
田
匝
、
こ
れ
を
許
す
。
策
、
既
に
定
ま
れ

『
家
伝
・
上
』
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
大
兄
が
三
韓
の
上
表
か
お

る
と
の
虚
偽
の
情
報
を
流
し
、
人
々
が
そ
れ
を
信
じ
た
。
そ
の
上

で
中
大
兄
は
、
山
田
麻
呂
に
三
韓
の
表
文
を
読
み
上
げ
る
役
と
し
、



そ
の
儀
式
の
緩
み
に
乗
じ
て
入
鹿
を
殺
害
す
る
と
伝
え
た
。
『
紀
』

と
『
家
伝
・
上
』
と
で
は
少
し
状
況
が
異
な
る
が
、
中
大
兄
が
山

田
麻
呂
に
三
韓
の
表
文
を
読
み
上
げ
る
役
を
割
り
振
る
と
い
う
点

で
は
一
致
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
第
四
項
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
山
田
麻
呂

が
三
韓
の
表
文
を
読
み
あ
げ
て
い
る
『
紀
』
で
は
「
大
極
殿
」
・

『
家
伝
・
上
』
で
は
「
殿
」
の
中
に
は
、
中
大
兄
は
列
席
し
て
い

な
い
。
儀
式
の
場
に
列
席
し
て
い
な
い
よ
う
な
人
物
が
、
儀
式
の

役
割
を
割
り
振
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
儀
式
で
の
役
割
を
指

示
で
き
る
の
は
、
儀
式
を
進
行
さ
せ
る
責
任
あ
る
立
場
に
あ
る
人

間
で
あ
り
、
殿
の
側
に
隠
れ
て
機
会
を
う
か
が
う
よ
う
な
立
場
の

人
物
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
そ
の
上
に
何
よ
り
も
、
中
大
兄
が
「
三
韓
の
表
文
」
の
読
み
上

げ
役
を
決
定
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
、
自
ら
が
表
文
を
読

み
上
げ
れ
ば
い
い
の
で
あ
り
、
そ
の
方
が
入
鹿
殺
害
の
機
会
を
確

実
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
三
韓
の
表
文
」
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
皇
極
、

古
人
大
兄
、
入
鹿
、
山
田
麻
呂
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
一
堂
に
会

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
六
月
⊇
百
条
に
は
、
蝦
夷
が
殺
害
さ
れ

る
に
際
し
て
「
天
皇
記
・
国
記
」
や
珍
宝
を
焼
き
、
船
恵
尺
が
焼

か
れ
る
「
国
記
」
を
取
っ
て
中
大
兄
に
捧
げ
た
こ
と
、
蝦
夷
と
入

鹿
の
屍
を
墓
に
葬
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
と
、
蝦
夷
と
大
鹿
の
追

悼
の
喪
を
許
し
た
こ
と
、
三
首
の
コ
謡
歌
（
わ
ざ
う
た
）
」
の
解
釈

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
三
首
の
謡
歌
の
解
釈
が
長
文
で

あ
る
以
外
は
、
短
文
の
記
事
群
で
あ
り
、
三
首
の
謡
歌
は
大
鹿
殺

害
関
連
の
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
除

け
ば
六
月
一
三
日
条
は
、
淡
々
と
蝦
夷
の
抹
殺
、
抹
殺
後
の
蝦
夷

と
入
鹿
の
遺
骸
に
対
す
る
処
遇
を
記
し
、
六
月
一
四
日
条
の
軽
王

（
軽
皇
子
）
へ
の
譲
位
に
つ
な
が
る
。

　
『
紀
』
の
こ
の
順
序
か
ら
し
て
、
皇
極
、
古
人
大
兄
、
大
鹿
、

山
ｍ
麻
呂
の
参
集
の
理
由
は
、
大
王
位
の
継
承
問
題
に
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
ち
ろ
ん
大
鹿
が
召
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
人
大
兄
へ
の
生

前
の
継
承
に
つ
い
て
何
度
か
行
な
わ
れ
た
相
談
の
な
か
の
一
度
で

あ
っ
た
。
山
田
麻
呂
が
召
集
さ
れ
て
い
る
の
は
、
推
古
死
後
の
大

王
位
継
承
を
め
ぐ
り
、
田
村
王
（
舒
明
）
と
山
背
王
の
推
挙
に
つ

い
て
、
一
族
が
分
裂
し
境
部
臣
摩
理
勢
を
殺
害
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
過
去
に
学
ん
だ
も
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
蘇
我
一
族
の
分
裂

を
予
防
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
大
鹿
ら
の
参
集
の
理
由
が
大
王
位
の
継
承
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
『
家
伝
・
上
』
　
の
方
が
謡
歌
な
ど
を
採
用
し
て
い
な
い

だ
け
簡
明
に
そ
の
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
。
『
家
伝
・
上
』
は
皇



極
即
位
の
こ
ろ
に
、
鎌
子
は
軽
王
に
重
用
さ
れ
常
人
に
異
な
る
扱

い
を
受
け
て
感
激
し
、
軽
王
の
舎
人
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
記

す
。

　
　
殊
に
厚
恩
を
蒙
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
所
望
に
過
ぐ
。
豊
、
汝

　
　
の
君
を
し
て
帝
皇
に
な
す
こ
と
な
か
ら
ん
や
。
君
子
は
食
言

　
　
せ
ず
、
遂
に
そ
の
行
を
見
よ
。

　
そ
う
し
て
大
鹿
を
殺
害
し
蝦
夷
を
滅
ぼ
し
た
後
、
皇
極
の
軽
王

へ
の
譲
位
の
部
分
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
帝
、
策
書
を
以
て
、
位
を
軽
皇
子
に
禅
（
ゆ
ず
）
る
。
こ
れ

　
　
天
万
豊
日
天
皇
為
（
だ
）
り
。
実
に
大
臣
の
本
意
な
り
。
識

　
　
者
、
云
ひ
て
、
「
君
子
は
食
言
せ
ず
。
今
日
に
見
る
な
り
」

　
　
と
い
ふ
。

　
す
な
わ
ち
『
家
伝
・
上
』
は
入
鹿
殺
害
物
語
の
鎌
子
の
活
躍
の

は
じ
ま
り
と
終
わ
り
に
、
「
君
子
不
食
言
」
の
語
を
配
し
て
軽
王

の
王
位
奪
取
の
物
語
へ
の
鎌
子
の
終
始
一
貫
し
た
援
助
の
話
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
『
紀
』
・
『
家
伝
・
上
』
に
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中

大
兄
と
鎌
子
を
主
人
公
と
す
る
大
鹿
殺
害
物
語
に
書
き
換
え
ら
れ

た
。
軽
王
ら
に
よ
る
大
鹿
殺
害
物
語
の
方
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
痕
跡
さ
え
も
残
さ
な
い
形
に
書
き
改
め
ら
れ
た
。
「
三
韓
の
表

文
」
を
入
鹿
殺
害
の
契
機
と
し
た
の
は
、
中
大
兄
（
天
智
）
の
時

期
の
最
大
の
国
家
的
な
危
機
で
あ
る
自
村
江
敗
戦
が
、
き
わ
め
て

強
い
印
象
と
し
て
貴
族
層
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
入
鹿
殺
害
事
件
を
め
ぐ
る
『
紀
』
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

ま
だ
検
討
す
べ
き
部
分
は
多
い
。
後
日
を
期
し
た
い
。

注
（
１
）
　
な
お
、
方
法
は
異
な
る
が
ま
っ
た
く
同
じ
時
期
を
対
象
と
し
た

　
　
　
先
行
業
績
に
、
遠
山
美
津
男
「
『
乙
巳
の
変
』
の
再
構
成
－

　
　
　
大
化
改
新
の
新
研
究
序
説
－
」
〔
一
九
八
九
年
・
　
『
学
習
院

　
　
　
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
五
（
後
に
遠
山
美
都
男
『
律
令
制

　
　
　
国
家
成
立
前
史
・
古
代
王
権
と
大
化
改
新
』
・
一
九
九
九
年
一

　
　
　
月
・
雄
山
閣
出
版
に
所
収
）
〕
　
が
あ
る
。
遠
山
氏
は
こ
れ
を
も

　
　
　
と
に
『
大
化
改
新
－
六
四
五
年
六
月
の
宮
廷
革
命
－
』

　
　
　
二
九
九
三
年
二
月
・
中
央
公
論
社
・
中
公
新
書
一
一
一
九
）

　
　
　
を
出
版
し
て
お
ら
れ
る
。

（
２
）
　
坂
本
太
郎
ら
校
注
『
日
本
書
紀
』
（
一
九
六
五
年
七
月
・
岩
波

　
　
　
書
店
・
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
）

（
３
）
　
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』
（
一
九
五
七
年
七

　
　
　
月
・
岩
波
書
店
・
日
本
古
典
文
学
大
系
八
）

（
４
）
　
本
稿
で
使
用
し
た
『
家
伝
・
上
』
は
、
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・

　
　
　
矢
嶋
泉
『
藤
氏
家
伝
－
鎌
足
・
貞
慧
・
武
智
麻
呂
伝
－

　
　
　
注
釈
と
研
究
』
（
一
九
九
九
年
五
月
・
吉
川
弘
文
館
）
の
「
影

　
　
　
印
編
」
に
よ
り
つ
つ
、
文
字
を
現
代
の
通
用
字
と
し
た
。
ま
た
、

　
　
　
『
紀
』
と
『
家
伝
・
上
（
大
織
冠
伝
・
鎌
足
伝
）
』
と
の
関
係
に



　
　
　
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
（
一
九
三
八
年

　
　
　
六
月
・
至
文
堂
）
の
古
典
的
な
言
及
以
来
、
横
田
健
一
　
「
藤
原

　
　
　
鎌
足
伝
研
究
序
説
」
・
「
大
織
冠
伝
と
日
本
書
紀
」
〔
同
『
自
鳳

　
　
　
天
平
の
世
界
』
（
一
九
七
三
年
九
月
・
創
元
社
）
〕
な
ど
多
数
の

　
　
　
業
績
か
お
る
。
近
年
の
矢
島
泉
「
『
家
伝
』
の
資
料
性
」
は
従

　
　
　
来
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
、
『
家
伝
』
独
自
の
史
実
は
少
な

　
　
　
い
と
い
う
〔
沖
森
ら
『
藤
氏
家
伝
』
（
前
掲
）
〕
。

（
５
）
　
事
件
の
結
果
か
ら
事
件
の
様
相
は
判
断
で
き
る
と
し
て
、
入
鹿

　
　
　
殺
害
事
件
を
孝
徳
と
山
田
麻
呂
が
中
心
と
な
っ
て
起
し
た
政
変

　
　
　
と
見
る
見
方
を
と
る
も
の
に
、
篠
川
賢
『
飛
鳥
の
朝
廷
と
王
統

　
　
　
譜
』
（
二
〇
〇
一
年
七
月
・
吉
川
弘
文
館
・
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

　
　
　
ラ
リ
ー
Ｔ
ご
Ｉ
）
な
ど
か
お
る
。

（
６
）
　
蘇
我
氏
の
内
部
分
裂
に
つ
い
て
は
、
加
藤
謙
吉
『
蘇
我
氏
と
大

　
　
　
和
政
権
』
（
一
九
八
三
年
て
一
月
・
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
が
あ

　
　
　
る
。
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